
令和２年度
指定居宅介護支援事業者等の集団指導

認定グループより
周知・連絡事項について

鈴鹿亀山地区広域連合
介護保険課 認定グループ

資料１



要介護・要支援認定申請書について

←申請書
裏面下段に



令和２年１１月から認定調査希望日時の記入欄を設けます，
ご活用と，土日の認定調査の削減に御協力ください。

要介護・要支援認定申請書について



６５歳到達者と特定疾病に該当する者の４０歳到
達時の要介護・要支援新規申請時期について

誕生日の９０日前から申請を受付することと
いたします。

平成２７年２月１８日

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課障害福祉課の事務連絡より



新型コロナウイルス感染症に係る
要介護認定の臨時的な取扱について

厚生労働省老健局老人保健課

感染拡大防止を図る観点から面会が困難な場合，更新申請に
ついて従来の認定有効期間に，１２か月までの範囲で市町村が
定める期間を合算することができる。

当連合の場合在宅に居住 ６か月合算

施設等に入所１２か月合算と取扱っています。

在宅に居住している方は，合計１２か月まで認定有効期間の
延長ができます。



申請時の主治医との連携について１

近頃，医師から主治医意見書について問い合わせが散見されます
ので，事例を紹介いたします。

【主治医意見書が書けないと言われる】

・受診がない，又は最近受診がないため意見書が書けない。

・状態把握のために，複数回の受診が必要。（整形外科に多い）

【変更申請時に主治医との連携がとれていない】

・なぜ意見書を作成する必要があるのか，意見書を書いたばかりで
前回との変化もない。

・一時的な状態悪化で認定調査時には回復している。



申請時の主治医との連携について２

【特定疾病の方で主治医との連携がとれていない】

・特定疾病の確認が出来ずに，意見書が作成できない，又は再度受
診する必要がある。

昨年度認定グループに寄せられた苦情４５件のうち１３件が主治
医意見書に関連するものでした。

迅速・正確な認定のため，主治医との
連携・相談に御協力をお願いします。



主治医変更のＦＡＸ連絡について

（案） 主治医の変更連絡について

鈴鹿亀山地区広域連合 介護保険課 認定G 宛て

〇〇〇〇事業所〇〇〇〇ケアマネ

日時 令和〇〇年〇〇月〇〇日
被保険者番号 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
変更理由 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 のため
変更内容 〇〇〇〇病院 〇〇〇〇医師 から

△△△△病院 △△△△医師 に変更

介護保険課 認定グループ
電話 059－369－3203
ＦＡＸ 059—369－3202

令和３年４月からの本格運用に向けて，令和２年１１月

から試行運用いたします。



認定有効期間開始日の取扱い（一部変更）

御手持の資料（別紙１）を御参照ください。


